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事例番号 14 

７―１【汚泥処理の基本方針・計画】 

■県による汚泥の広域共同処理の基本方針・計画策定について 

事業体名 長野県 

導入時期 平成 21 年度 

対象事業 

下水道（公共・特環） 
農業集落排水施設 
浄化槽 
コミュニティプラント等 

協議関係者 長野県下市町村 

導入の背景 下水道汚泥は約７割が県外でのセメント原料化に依存し、農集排汚泥では７

割以上がし尿処理施設に依存している状況にある。併せて、し尿処理施設で処

理されているし尿・浄化槽汚泥は人口減少等の影響を受け処理量が減少し、施

設の存続等が困難となっている。また、小規模な処理場を多く抱える市町村で

は、独自に汚泥の減容化、有効利用を図ることが難しい状況にある。 

特徴となる 

施設あるいは 

導入システム 

都道府県構想において、スケールメリットを活かした汚泥処理の広域化、処

理処分の安定化、エネルギーの利活用、他のバイオマスとの連携を検討するた

め、県が計画の策定手順を示すとともに、実現性のある計画を策定するため広

域的な観点からの支援や助言及び調整等について積極的に実施している。 
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策定手順 

導入効果 

（見込み） 

・ バイオマス利活用プランを策定し、かつ、計画を実行することで、長期的

には約 85％（約 75％(Ｈ17 年度)）の汚泥が利活用され、県内での有効利

用率は約 71％（約 62％(Ｈ17 年度)）になる見込みである。 

・ 下水道から発生する汚泥は、長期的には現在の県外利用（セメント原料化

等）から県内利用へ転換を図る見込みである。また、汚泥の減容化のため

消化する際に発生する、消化ガスはほぼ全量を有効利用する見込みである。

・ 農業集落排水汚泥は、コンポスト等により県内での有効利用を進め、埋立

処分量が大きく減少する見込みである。 

・ 浄化槽汚泥については、現在埋立処分をしている汚泥は短期的には県外利

用（セメント原料化等）を進めるが、中長期では県内での利活用へ転換す

る見込みである。 

費用効果 － 

導入の課題 ・産業廃棄物（下水道汚泥）と一般廃棄物（農集排汚泥、浄化槽汚泥）を集約

処理するための一元化の検討。 

・一般廃棄物処理施設（し尿処理施設）との連携のための調整。 

その他 資料） 

「水循環・資源循環のみち 2010」（平成 22 年８月 長野県環境部） 

 ～バイオマス利活用プラン 2010～ 

資料掲載ＵＲＬ） 

http://www.pref.nagano.lg.jp/seikatsuhaisui/infra/suido-denki/gesuido

/michi2010/index.html 
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参考）「バイオマス利活用プラン 2010」より抜粋 
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 ～各市町村におけるバイオマス利活用プラン（小諸市、浅麓地区、佐久市）～ 
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